
障害者雇用納付金制度の概要

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の

雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業（ ）から常用労働者301人以上

納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の

雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給している。

雇用率未達成 雇用率達成の

の事業主 事業主 ※１調

整

金 調整金の支給雇用率相当数

納付金 超過１人当たり

２万７千円雇用している 月額

障害者数

障害者多数雇用

中小企業事業主 ※２雇用率未達成の 雇用率達成の

事業主 事業主

報奨金の支給

超過１人当たり

２万１千円高齢・障害者雇用支援機構 月額

納付金の徴収

障害者を雇い入れ不 足 １ 人

る事業主等当たり月額

５万円

常用労働者301人以上の企業から徴収し 障害者を雇い入れるために、、

、3 0 0人以下の中小企業からは徴収して 作業施設の設置・整備を行ったり

いない。 重度障害者の雇用管理のために

職場介助者を配置したりする

事業主等に対して助成金を支給

※１ 常用労働者３０１人以上

※２ 常用労働者３００人以下で障害者を４％又は６人のいずれか多い数を超えて

雇用する事業主

なお、調整金、報奨金の額については平成１５年度からの金額



特例子会社制度の概要

１ 制度の概要

障害者雇用率による義務は、個々の事業主ごとに課せられるが、事業主が障害者の雇

用に特別の配慮をした子会社を設立し 一定の要件を満たしているとの厚生労働大臣 公、 （

共職業安定所長）の認定を受けた場合には、その子会社に雇用されている労働者を親会

社に雇用されているものとみなし、実雇用率を計算できることとしている。

２ 特例子会社によるメリット

(1) 事業主にとってのメリット

・障害者雇用率の向上・達成により、社会的責任を履行できる

・障害者の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備により、障害者の能力が十分

に引き出せる

・職場定着率が高まり、定着に伴い生産性の向上が期待できる

・障害者受け入れのための設備投資が集中化できる

・親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な対応が可能となる

(2) 障害者にとってのメリット

・雇用機会の拡大

・より障害者に配慮された職場環境の中で、最大限に能力を発揮する機会が増大

３ 特例子会社認定の要件

(1) 親会社の要件

○特定の株式会社又は有限会社の意思決定機関（株主総会等）を支配していること。

（例えば、子会社の議決権の過半数を有すること等）

(2) 子会社の要件

親会社の事業との人的関係が緊密であること。①

（具体的には、親会社からの役員派遣、従業員出向等）

雇用される障害者が５人以上で、かつ、全従業員に占める割合が20％以上であるこ②

と。また、雇用される障害者に占める重度身体障害者又は知的障害者の割合が30％

以上であること。

障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。③

（具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等）

、 。④その他 障害者の雇用の促進及び雇用の安定が確実に達成されると認められること




